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第 12章　  貿易と安全保障
──接近・摩擦と関係性の変容── *

川瀬　剛志

はじめに─貿易と安全保障の接近と摩擦─
従来貿易と安全保障は比較的互いに適切な距離感を保った関係にあった。各国は国際安
全保障貿易管理レジームの合意及び相場感、並びに国連制裁決議等を踏まえ、安全保障
目的の通商措置を慎重に援用した。また、GATT21条に規定される安全保障条項は「伝家
の宝刀」であり、各国はみだりにこれを通商制限の正当化に援用することはなかった 1。
GATT1947、WTOを通じて初めてこの GATT21条を解釈・適用したロシア・貨物通過事件
（DS512）においても、パネルは加盟国が一般的に同条の援用に自制を働かせてきた事実を
認めている  2。

 しかしトランプ政権の発足後、この状況は一変する。同政権は、安全保障上の懸念を理
由とした 1962年通商法 232条に基づく鉄鋼・アルミニウム製品に対する追加関税、そし
て戦略技術・産業における強制技術移転及び知的財産の盗用等を理由として、一連の 1974
年通商法 301条による対中関税引き上げを相次いで発動した。更に輸出管理規則（EAR）、
2019会計年度国防権限法（NDAA）、及び国際緊急経済権限法（IEEPA）等に基づき、
ZTE、ファーウェイ、ハイクビジョン、及びバイトダンスといった中国の主要通信・IT企
業の米国との貿易・投資からの排除を進めたのも、ここ数年のことである 3。
日本もこうした動向に無縁ではなく、2019年 7月には、韓国に対する一連の輸出管理見
直しを実施し、戦後最悪と言われた日韓関係を背景に、二国間紛争は長期化している。加
えて、おりからの中国に対する警戒感から、2022年 5月に岸田政権の下で経済安全保障推
進法が成立した。同法は直接的に戦略物資・技術に関する貿易・投資を規制するものでは
ないが、重要物資の安定強化や基幹インフラ役務の安定的提供の確保は、運用によっては
貿易・投資のフローに影響し得る。
貿易と安全保障の接近と摩擦は、WTOにおいても顕在化している。ウクライナ危機に関
する上記のロシア・貨物通過事件パネルが 2019年 4月に判断を示したのに引き続き、2020
年 6月のサウジアラビア・知的財産権事件（DS567） 4においても、カタール危機をめぐる
安全保障条項の適用についてパネルの判断が示された。また、WTOには、米国の 232条
措置に関する米国・鉄鋼及びアルミ製品事件（DS544ほか）5、また日本の対韓輸出制限に
関する日本・対韓技術輸出事件（DS590） 6がそれぞれ付託されており、これらの案件では
GATT21条援用可能性の検討・判断は不可避となる。更に 2022年 2月下旬からのロシアに
よるウクライナ侵攻により、米国を中心とした西側同盟国による大規模な対露経済制裁が
実施されている。これらはいずれもWTO協定、特にGATTに適合しない制限や差別であり、
やはり GATT21条援用可能性が問題となり得る。
昨今の貿易と安全保障の接近と摩擦の背景には、安全保障が伝統的な軍事・防衛上の関
心からより多様な政策課題へと拡大し、またその中で通商措置がこれまでのように主に兵
器及び兵器転用可能な民生品の取引を制限する安全保障貿易管理を中心とした利用に止ま
らない例が見られるようになったことがある。本章では、こうした昨今の国際通商ルール
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と安全保障の関係をめぐる新たな動向と課題を概観する。

  1．WTO協定と安全保障
安全保障目的の通商措置はしばしば輸出入の制限や差別を伴う。例えば、ワッセナー・
アレンジメント（WA）やオーストラリア・グループ（AG）に代表される安全保障貿易管
理レジームの本質は、同種の産品の輸出について、仕向地別に許可を求め異なる手続を課
す差別であり、また時には輸出を禁じるものである。このような制度は、GATT 1条 1項（輸
出手続に関する一般最恵国待遇（MFN））、同 11条 1項（輸出許可・制限の禁止）、同 13
条 1項（11条違反措置の差別的適用の禁止）等に適合しない。また、本章 3．（4）で後述
のように、現在の対露制裁も同様に評価できる。
従って、安全保障貿易管理措置にかぎらず、何らかの安全保障上の理由によって通商制
限が課される場合、いずれかの例外又は適用除外規定の援用によってこれを正当化する必
要がある。このため、WTO協定においては、GATT21条、GATS14条の 2、そして TRIPS
協定 73条に、それぞれほぼ同一の文言からなる安全保障条項が設けられている。以下、一
例として GATT21条を挙げておく。

第二十一条 安全保障のための例外
この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
 （a） 締約国に対し、発表すれば自国の安全保障上の重大な利益に反するとその締約

国が認める情報の提供を要求すること。
 （b） 締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次

のいずれかの措置を執ることを妨げること。
  （i）  核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置
  （ii）  武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間

接に行なわれるその他の貨物及び原料の取引に関する措置
  （iii）  戦時その他の国際関係の緊急時に執る措置
 （c） 締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基く義務に従う措置

を執ることを妨げること。

この GATT21条を含むWTO協定上の安全保障条項については、各国が慎重かつ抑制的
に援用してきた結果、これまでパネルの判断が示されるに至った紛争は、前述のロシア及
びサウジアラビアに関する 2件にとどまる。これらはいずれも GATT21条及び TRIPS協定
73条それぞれの（b）（iii）（戦時その他の国際関係の緊急時に執る措置）に関する事案であっ
た 7。
両パネルは安全保障条項が濫用されることのないよう、一定程度パネルによる事後的な
審査を試みている。ロシア・貨物通過事件において、被申立国のロシアは、安全保障条項
の援用あるいは事案の政治性を理由としてパネルの管轄権否認を主張した。しかし同パネ
ルは、安全保障はパネル逃れの「呪文（incantation）」たり得ないと喝破した 8。GATT21条（b）
柱書には「安全保障上の重大な利益」の保護を目的とする措置の必要性は「（締約国が）認
める（which it considers...）」ものであるとして、援用国の自己判断（self-judging）を許容す



第 12章　貿易と安全保障

̶ 165 ̶

る文言がある。本件パネルはこの自己判断は問題の措置の (b)(i)～ (iii)適合性の判断には
及ばず、この点はパネルの客観的な審査に服すると解釈した 9。サウジアラビア・知的財
産権事件パネルも、これを踏襲している 10。
更に自己判断的文言についても、両事件パネルは、安全保障条項を援用する被申立国が
これを誠実に解釈・適用しているかの審査（誠実審査 ─ good faith review）を行うと判断した。
この柱書適合性の誠実審査については、両事件パネルはそれぞれの状況で「安全保障上の
重大な利益」を定義する裁量を加盟国に広く認める一方、①安全保障上の重大な利益を明
確に説明し、加えて、②当該利益の保護のために措置が取られたことにつき「もっともら
しい説明が最低限求められる（a minimum requirement of plausibility）」と説示している 11。
しかしいずれも求められる説明水準は極めて低く、例外の有効な濫用防止たり得るか否か
は疑わしい 12。
もっとも、これら 2つのWTO紛争はいずれも (b)(iii)の適用事例で、しかも戦争に準じ
るかその可能性を孕む切迫した国際関係の緊張を背景にした案件であった。それゆえパネ
ルの誠実審査も限定的であったとも考えられ、そのような状況になく、 (b)の他のサブパラ
グラフが適用される事案では、パネルがより厳密な審査を行う可能性は否定できない。

2．日韓輸出管理紛争
（1） 問題の措置─国際安全保障貿易管理レジームの国内実施か、エコノミック・ステイト

クラフトか─
冒頭に述べたように、昨今増加する貿易と安全保障の接近・摩擦により、この安全保障
条項の援用が今後増えることが予想される。その意味において、WTOパネルに係属中の日
本・対韓技術輸出事件は、以下のような理由により、昨今の安全保障概念の広がりを背景に、
安全保障条項の限界が試される事案として注目すべきものである。
本件は、2019年 7月に経済産業省が対韓輸出管理の運用見直しを突如発表したことに端
を発する。この見直しは、①フッ化水素、フッ化ポリイミド、及びレジストの対韓輸出を
包括許可から個別許可へ移行すること（3品目運用見直し）、並びに②韓国をキャッチオー
ル規制の対象とすること（ホワイト国除外）を柱とするものである 13。見直しの理由とし
ては、両国の信頼関係毀損、未だ詳細が明かされない「不適切事案」（輸出管理対象物資の
第三国への流用あるいは軍事転用が疑われる）、及び韓国の貿易管理体制の脆弱性が指摘さ
れている。
対象の化学物質 3品目ともWG又は AGのリスト搭載品目であること、キャッチオール
規制もWA上の制度であることから、本件措置は安全保障貿易管理レジームの実施に関係
している。それゆえ本件は、明らかな例外濫用が疑われる米国・鉄鋼及びアルミ製品事件
とも、また深刻な国際関係の緊張を背景とするロシア、サウジアラビアの 2件のWTO紛
争とも異なり、WTO法体系の中で平常時に許容される安全保障目的の通商措置について、
加盟国の裁量の限界を模索する事案である。実際、日本も当該措置をこれら国際レジーム
の実施措置として位置付けている。
他方、韓国は 3品目見直しをある種のエコノミック・ステイトクラフト（economic 

statecraft）として認識している。エコノミック・ステイトクラフトとは、自国の外交政策
目標達成のために、信念、態度、及び感情を含む他の国際的主体の行動変容を促す経済政
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策手段を指す 14。上記の運用見直し措置については、その発表直後に、安倍総理、菅官房
長官、及び世耕経産相（いずれも当時）が、日韓の信頼関係毀損の背景として、いわゆる
徴用工に対する損害賠償問題をめぐる 2018年秋の一連の韓国大法院判決とその韓国政府の
対応に言及した。エコノミック・ステイトクラフトには実施する側の政治的意思の強制が
伴うが、韓国はこれら日本側要人の発言を、徴用工問題への満足のいく対応を求めたもの
と理解したことが指摘されている 15。
エコノミック・ステイトクラフトの手法として、グローバルバリューチェーンの深化
を背景に、ある製品を生産するにあたりチョークポイントとなる重要物資・技術への
アクセスに対して制約を課し、政治的目的を達成する「相互依存の武器化 （weaponized 
interdependence）」が用いられる 16。今回の対象物資・技術については、特に日本が供給源
として圧倒的なシェアを韓国内で占めていることから、3品目見直しもこれに類する措置
と言える 17。
本件においては、韓国が日本の要請に従い、輸出管理制度の拡充を図ったにもかかわらず、

3品目見直し、そしてホワイト国除外も従前の状態に戻ることはなかった。こうした状況
を踏まえ、当初日本にはその意識はなかったとしても、「結果として」徴用工問題に関する
政治的意思を伝えるエコノミック・ステイトクラフトとなったと評価される 18。

（2）3品目運用見直しの GATT21条適合性 19

韓国は今回 3品目運用見直しのみについてWTO協定違反を争っているが、当該措置は
同種の産品に包括許可対象国への輸出と比べて負担の多い手続を差別的に課することから
GATT1条 1項に、また輸出に許可制を導入していることから同 11条 1項に適合しない。
パネルでは、日本は当該措置の GATT21条適合性の主張・立証を求められることになるが、

「不適切事案」が明らかにされない以上、現時点で当該措置の同条適合性の評価は難しい。
しかしながら、措置の内容や日韓関係の現状から、本件で少なくとも同条 (a)、(b)(i)及び (iii)
が援用できないことは明らかであり、(b)(ii)適合性が争点となろう。

(b)(ii)については先例がないため 3品目運用見直しの適合性は見通しがたいが、対象貨
物が広く定義されており（「その他の貨物及び原料」）、また間接的な（すなわち、取引の途
中に第三者が介在する、あるいは途中で物資が原材料として使用される）取引も含まれる
点で、対象措置の間口は広い。しかし、「軍事施設（military establishment）」の範囲が正に
軍隊に限定して狭く解釈される可能性があり、また規制対象の取引が軍事施設への供給を
目的としていること（「～ため（for the purpose of...）」）が立証されなければならない。

3品目運用見直しは、仮にこれが (b)(ii)に該当するとしても、更に（b）柱書の誠実審査
に服することになる。誠実審査の基準について、パネルは本章 1．で上述した以外は明ら
かにしていない。しかし、例えば刑事司法共助事件（ジブチ対フランス）国際司法裁判所（ICJ）
判決や CC/Devas事件常設仲裁裁判所（PCA）判決等、他の国際紛争解決フォーラムの先例は、
安全保障に無関係な事項の考慮や例外の目的外利用が認められる場合、自己判断的な安全
保障条項の誠実解釈義務違反を構成することを明らかにしている 20。

WTOパネル・上級委員会は、一般的には措置の目的をその構造や運用から客観的に読み
解く。3品目運用見直しについては、WA及び AGに基づく貿易管理上の国際的慣行への
準拠性、並びに本件における安全保障上の懸念（特に「不適切事案」及び韓国貿易管理制
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度の脆弱性）に鑑みた措置の合理性から、これを導くことができる。とりわけ、数多くの
リスト規制品目の中で特に 3品目を選択したこと、また、見直し実施後に韓国側からの協
議に頑なに応じなかったこと、及び、日本からの指摘に応じた韓国の制度改変にもかかわ
らず日本が 3品目運用見直しの撤廃・緩和に応じないこと等の事実に対する合理的説明は、
本件措置の客観的な規制目的が「安全保障上の重大な利益の保護」にあったことを示す点
で、重要になる。
なお、WA及び AGへの準拠性は、恣意性を排し、真 に安全保障目的の輸出管理を
実施することの証左として誠実審査の重要な要素であることは明らかだが、それ自体が
GATT21条適合性を保証するものではない。WA及び AG等国際安全保障貿易管理レジー
ムの合意はWTO紛争における適用法規ではなく、あくまで措置の GATT21条の要件への
適合性が求められることは言うまでもない。
また、3品目運用見直しのエコノミック・ステイトクラフトとしての側面については、

GATT21条の文言はこれを一律に排除するものではなく、やはりその背後の政治的意思と
目的が「重大な安全保障上の利益」に関わるか否かが問題となろう。本件では (b)(ii)が援
用されるとして、これを文脈として解釈すれば、「重大な安全保障上の利益」は伝統的な
軍事・防衛上の関心・利益に限定されると理解できる。従って、日本側政府要人の発言に
見られるように、徴用工問題における韓国の対応をコントロールすることが目的であれば、
誠実審査に耐え得る説明は困難であろう。
もっとも、規制目的は主観的な証拠だけでなく、措置の構造や適用等から客観的に導け
るものである。よって、上記のようなWA等への準拠性などの検討により、3品目運用見
直しの規制目的が明らかにされることになる。

3．貿易と安全保障の新展開
（1）安全保障概念の拡大
上記の日韓紛争におけるエコノミック・ステイトクラフトとしての通商措置の援用は、
安全保障目的の通商措置の適用範囲が伝統的な軍事・防衛上の意味での安全保障の範囲を
超えていることを示唆する。同様の傾向は最近の他の措置にも見られる。例えば米国の
232条措置は、露骨な通商目的のエコノミック・ステイトクラフトとしての措置であった
ことは、トランプ大統領の言説とその後の USMCAや日米貿易協定交渉等の結果から明ら
かである。また、対中 301条関税も軍事的優位を決定づける技術覇権に関する安全保障上
の関心に裏付けられながらも、2020年米中合意を見るかぎり、結局のところ米国産品の購
入拡大や農産物・サービスの市場アクセス拡大等、全く安全保障に無関係な目標達成に結
実している 21。
他方、これらの日米の措置は内実は政治あるいは経済目的のエコノミック・ステイト
クラフトでありながら、仮に口実であれ、一応の目的や措置の対象物品において伝統的
な軍事・防衛上の意味での安全保障に関連付けられている。しかし昨今は「安全保障化
（securitization）」により、安全保障の概念自体が拡大しつつある。「安全保障化」とは、存
続に対するある脅威についての共通認識、及び当該脅威への集団的な対応を構築する自己
言及的な慣行である、と定義される 22。すなわち、ある集団において主観的に脅威と認識
された事項が、安全保障上の課題として位置付けられることになる。Nasu（2021）は、冷
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戦後国際社会において、あらゆる課題が安全保障マターとして認識されるようになる「全
面的な安全保障化（securitization of everything）」が起きていることを指摘する。この結果、
伝統的に安全保障マターとして認識される軍事・防衛上の課題を超えた政策課題が、広く
安全保障の射程に含まれるようになる 23。
このような「全面的な安全保障化」は、米国の国家安全保障戦略（National Security 

Strategy─NSS）でも具現化されている。2022年10月に公表されたバイデン政権のNSSでは、
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック、気候変動・地球温暖化、食料危機、
技術、及び通商等、従来の典型的な安全保障マターを大幅に超える課題が提起されている 24。
また、こうした「全面的な安全保障化」は米国のみならず、中国にも見られる。習近平国
家主席は 2014年の中央国家安全委員会で「総体国家安全観」を提唱し、その範囲は政治、
国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、及び核の 11分野に及ぶ。
翌年制定された国家安全法は、この総体国家安全観の堅持を規定している 25。
このうち代表例として気候変動・地球温暖化を見ると、海面上昇による国土の浸食・消
失（例：ツバル）、干魃及び大型台風等の異常気象がもたらす災害、水・食糧不足、並びに
それらに伴う移民や紛争等の社会的騒乱を引き起こし、国民の生命・身体の安全や領土を
脅かすことから、安全保障上の関心事項として認識されている 26。バイデン政権も、発足
直後の 2021年 1月の大統領令において、気候変動・温暖化を「米国の外交政策及び安全保
障の中核（the center of U.S. foreign policy and national security）」として位置付けている 27。
パンデミックも安全保障化されている。2020年初頭から続く新型コロナウイルス感染症
の世界的流行は、それ自体が多数の人命を奪うだけでなく、首都や主要都市のロックダウ
ンをもたらすことで国家運営機能を低下させ、また、日本の自衛隊を含め、大規模ワクチ
ン接種、感染者隔離、ロックダウン、遺体処理、及び国境検疫等に軍事組織が動員される
事例は、各国で枚挙にいとまがない。こうしたパンデミックは、HIVの流行を受けて 90年
代から米国によって安全保障上の課題として位置付けられただけでなく、2000年前後から
国連安全保障理事会、またWHOにおいても同様に認識されるようになり、以後WHOに
おいてグローバル公衆衛生安全保障に関する制度枠組みが発展してきた 28。
加えて、人権も注目すべき政策課題である。米国はハイクビジョン、ダーファ、及びセ
ンスタイムといった、新疆ウイグル自治区や香港における弾圧で使用される監視カメラや
顔認証システム等の技術を提供する中国企業をエンティティリストに記載し、EARを適用
した。その際、米国はこれらの人権弾圧を明確に米国の安全保障上の脅威として位置付け
ている 29。上記の 2022年版 NSSや、後述の民主主義サミットにおける輸出管理枠組みの
新提案も含め、価値外交の中核として、米国は人権を安全保障化していることが窺える。

WTOは以前からこれらの課題について無頓着であったわけでなく、仮にその対応に通商
措置を必要とする場合、かかる措置は基本的には GATT20条を中心とした例外条項に依拠
して発動すべきものと理解されてきた。例えば EU（欧州連合）が導入を検討する国境税
調整のような温暖化防止目的の措置であれば、大気を有限天然資源と解釈する米国・ガソ
リン事件パネル・上級委員会判断に依拠して、GATT20条 (g)で対処できるだろうし、また
気候変動の防止により水資源、生物多様性、森林といった資源が保護される点でも (g)援
用の可能性が生じる 30。また、パンデミック対応において、例えば外国人の入国禁止がサー
ビス第 4モードの市場アクセス約束に反するのであれば、GATS14条 (a)及び (b)で対処でき、
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マスク、洗浄液、医療機器、及びワクチン等の不足時に実施する輸出制限は、GATT11条 2
項 (a)及び同 20条 (j)によって正当化できる 31。こうした例外条項が幅広い政策上の関心に
対応することで安全保障条項の頻繁な援用を防ぎ、貿易と安全保障の抵触を防いできた 32。
しかし、今後これらの「全面的な安全保障化」がWTOに流れ込めば、幅広い非貿易的
関心事項に対応する措置の正当化に際して、GATT20条ほかの例外条項に代わって、安全
保障条項が幅広く援用され得る。安全保障化は、外的脅威として認識された事態への対応
によって既存ルールへの違反をもたらし、かかる違反の正当化を意図するものである 33。
WTO協定のように、安全保障が条約上の例外又は適用除外として規定され、特にそれが具
体的ではなく主観的な文言で規定される場合、安全保障条項の解釈は安全保障化の影響を
受けやすい 34。安全保障条項は自己判断的な文言を含み、援用する加盟国の裁量を広く認
めることから、GATT20条のような例外条項よりも適合性の確保は容易である。実際、米
国では、温暖化防止目的の国境税調整のような措置を、通商拡大法 232条の下で発動する
可能性が議論されている 35。

WTO協定の安全保障条項においては、「安全保障上の重大な利益」は、国家の「本質的
機能（the quintessential function）」、すなわち外的脅威からの領土・国民の保護、及び国内の
法・公の秩序維持に関する利益であると理解されている 36。温暖化で領土が喪失する、気
候変動に伴う人の移動が騒乱をもたらす、パンデミックで実質的な人口減がもたらされる
といった事態は、程度によってはこの「安全保障上の重大な利益」を損なうものになり得る。
他方、現在のWTO協定の安全保障条項は援用できる局面が限定されており、特に (b)で
は各サブパラグラフは軍事的状況にのみ言及していることから、そのような性質の事態に
関係する措置のみが対象となる。また、(b)ではサブパラグラフは柱書の解釈における直近
の文脈として「安全保障上の重大な利益」の内容を規定するので、おのずとこの「利益」
も伝統的な軍事・防衛上の安全保障に関連するものに限定される。更に、条文の構造上、
仮に例えば気候変動・地球温暖化がある種の安全保障上の課題であるとして、そのことを
もって直ちにそれに関連する措置が GATT21条の範囲内にあるものとみなされるのではな
く、各加盟国が取る個別の措置が具体的に (b)のいずれかのサブパラグラフに該当するこ
とが前提となる 37。その意味では、軍事・防衛上の関心に全く関連せず、純然たる温暖化
対応のための措置は、GATT 21条、少なくとも同 (b)の範囲からは外れるものと言わざる
を得ない。
しかし、このようにWTOの安全保障条項が新たな安全保障上の関心に適応できないと
すれば、立憲的体制としてのWTOはその正統性を失いかねない。にもかかわらず、この「善
意だが新しい（good faith but novel）」38安全保障上の関心と安全保障条項の濫用との峻別は
時に困難であり、WTOには加盟国に対する適切な謙抑を維持しつつ、濫用を防止する困難
な責務が課せられる。本来はWTOパネル・上級委員会の審査基準を調整することにより
（例えば誠実審査の導入）、紛争解決手続による GATT21条の解釈、適用を通じてこれを実
現することが期待されるが、限界も指摘される 39。今後は、例えばWTO理事会・委員会
のような行政組織における政治的解決、あるいは安全保障関連措置に対するリバランスに
よる利害調整など、より非司法的で制度的な調整によって、変容する安全保障概念の下で
の加盟国裁量を尊重しつつ安全保障条項の濫用防止を図ることが提案されている 40。
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（2）地域貿易協定と安全保障条項─中国による CPTPP加入申請の示唆─
こうした安全保障の拡大と貿易・投資との関係の整理は、今後WTOから地域貿易協定
へと拡大する可能性がある。日本が当事国であるものについて言えば、例えばCPTPP29.2条、
RCEP17.13条等にもWTO協定類似の安全保障条項が設けられており、今後上記のような
広く安全保障を理由とした貿易・投資制限がアジア太平洋で拡大するとすれば、そうした
条項の解釈や適用範囲が課題となる。
安全保障条項の適用範囲の明確化については、特に CPTPPにおいて急務となる。2021
年 9月に中国が加入を正式申請するに際して、特に国有企業、労働、電子商取引、及び政
府調達の各章について、協定適合性確保に多くの課題が残されていることが指摘されてい
る 41。しかし、安全保障条項の幅広い援用により、中国の加入が容易になる可能性も併せ
て論じられている 42。
その CPTPP29.2条は以下のように規定する。

第二十九・二条 安全保障のための例外
この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
 （a）…
 （b） 締約国が国際の平和若しくは安全の維持若しくは回復に関する自国の義務の履

行又は自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置
を適用することを妨げること。

このように、CPTPPの安全保障条項は GATT21条 (b)の柱書相当部分のみで構成され、
（i）～（iii）相当部分、つまり適用可能な状況を限定する客観的基準であり、また「安全
保障上の重大な利益」の範囲を規定する文脈となるサブパラグラフを伴わない。このため、
CPTPP29.2条では「安全保障上の重大な利益」が GATT21条（b）のように軍事・防衛上の
関心に限定されることなく、「安全保障上の重大な利益」を自己規定する締約国の裁量は、
GATT21条（b）下よりも拡大すると解される。
もっとも、ドイッチェ・テレコム対インド事件、及び CC/Devas対インド事件の各 PCA
判決は、それぞれ独印投資条約 12条 43及びモーリシャス・インド投資条約 11条 3項 44の
解釈にあたり、「安全保障上の重大な利益（essential security interests）」を軍事・治安維持に
関する利益に限定して捉え、それを超える社会的利益はこれに該当しないと解釈している
45。これらの条文にはいずれも GATT 21条サブパラグラフに相当する文言がないにもかか
わらず、特にドイッチェ・テレコム判決は、「安全保障上の重大な利益」の文言自体がその
ような広い解釈を許容しないことを示唆している 46。また、両判決は、文脈としてほかの
規定が狭義の安全保障以外の利益に言及していることも指摘している。
このように考えると、これらの条文と同様に「安全保障上の重大な利益」を限定する文
言がない CPTPP 29.2条についても、上記の投資条約の安全保障条項のように狭く解釈され
る可能性がある。特に狭義の軍事・防衛上の関心を超える事項は、CPTPP29.1条（一般的
例外）をはじめ、ほかの例外・適用除外条項（例えば CPTPP9.12条、14.11条 3項、17.13
条等）に規定されており、そのかぎりにおいて安全保障上の重大な利益の範囲に含まれな
いと解釈する余地がある。もっとも、TPP協定前文（CPTPP協定 1条 1項により CPTPP
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に組み込まれている）は、「公共の福祉を保護し、並びに公共の福祉に係る正当な目的…を
保護するための締約国の柔軟性を保持することを決意する」と述べており、安全保障条項
における締約国の裁量を広く解釈するための文脈及び趣旨・目的を与える 47。
上述のように中国は総体国家安全観に基づく幅広い安全保障概念を標榜している。この
ことから、中国は CPTPP29.2条の「安全保障上の重大な利益」を広く自己規定し、CPTPP
中の遵守が困難な多くの規定については同条を援用することで、高水準のルールに対する
コミットメントを潜脱する可能性が危惧される。中国に誠実な義務の実施を求めるのであ
れば、現締約国としては、加入交渉において中国に総体国家安全観の射程及び CPTPP29.2
条の適用範囲の明確化を求めるとともに、濫用防止のための協議・監視制度の検討を要す
る。
もっとも、中国の濫用を意識して安全保障条項の間口を狭めることは、同時に日本にとっ
ても規制裁量を狭める結果になり得る。このことは、日本の経済安全保障法制の根底にあ
る中国への警戒感、加えて以下本節（3）で述べる米国中心のフレンド・ショアリングの新
秩序への参加に鑑みて、政策的に望ましい結果にならない可能性がある。仮に安全保障条
項の射程を明確化しないまま中国が加入すると、中国及び米国同盟国は CPTPP内で安全保
障条項の援用について互いにフリーハンドを保持しつつ、相互にその濫用について非難を
応酬するにとどまり、通商制限が相互に継続される縮小均衡に陥ることが懸念される。

（3） フレンド・ショアリングの出現─経済安全保障の通商枠組み─
トランプ政権下では 301条関税ほか多様な手段で米中貿易の分断を図ってきたが、加え
てコロナ禍のサプライチェーン分断にもかかわらず、実際のところ、2021年の米中貿易は
史上最高額に達した 48。むしろ多くの品目について貿易額は増加あるいは少なくとも横ば
いであり、デカップリングは安全保障関連物資や直接投資 が中心となっていることが指摘
される 49。
他方、米中デカップリングのみならず、コロナ禍では特にロックダウンが度重なる「世
界の工場」中国、また半導体生産の中核をなす台湾・韓国において生産・流通の停滞を招
いた結果、サプライチェーンの脆弱性が意識された 50。バイデン大統領は政権発足早々こ
れを安全保障上の課題として問題点と対応策の検討を指示し 51、2021年 6月に半導体、高
容量蓄電池、医薬品、重要鉱物（希土類など）の 4分野に関する報告書が 52、更に 2022年
2月には、公衆衛生、エネルギー、運輸、安全保障関連、情報通信技術、農業・食糧の 6
分野につき分野別の報告書が、それぞれ公表された 53。
更に 2022年 2月以降のロシアのウクライナ侵攻により、その戦禍及び制裁のために、食
料や鉱物資源・燃料の供給が滞っていることが指摘されている 54。このことは、一層サプ
ライチェーン強靭化の必要性を強く認識させるに至っている。
一連の事態を受けて、米・イエレン財務長官は、重要資源や技術を地政学上のレバレッ
ジとして利用されないよう、法の支配などの価値共有や安全保障の点で信頼あるパート
ナーとの間で「自由にして安全な貿易」を志向するとともに、こうしたパートナー国間で
サプライチェーンを構築するフレンド・ショアリング（“friend-shoring”）の重要性を訴え
ている 55。このような認識に伴い、バイデン政権下では、安全保障・政治対話のスキーム
の利用も含め、戦略物資・技術の囲い込みにつながる新たな通商枠組みが生まれつつある。
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上記のような現行協定と安全保障の関係の変化に加えて、こうしたフレンド・ショアリン
グの枠組みもまた、新しい貿易と安全保障の接近・摩擦の顕在化として注目すべき展開で
ある。以下、その代表的な取り組みをいくつか概観する。

（a）米国・EU貿易技術評議会
現時点で最も具体的な成果に結びついているのは、米国・EU貿易技術評議会（Trade and 

Technology Council̶TTC）である。米 EUTTCは双方の貿易・投資拡大、新たな貿易の技
術障壁の回避、技術・デジタル課題・サプライチェーンに関する主要政策での協力等を目
標とし、サプライチェーン（含・半導体）、輸出管理、投資審査、安全保障・人権の脅威と
なる技術濫用等、合計 10の作業部会を傘下に設置した 56。
まず、2021年年 9月の第 1回会合ではピッツバーグ声明を採択し、投資審査、輸出管理、

AI、半導体、及びグローバル通商課題の 5分野について、今後の具体的な協力課題を設定
した 57。投資審査及び輸出管理が安全保障上の関心に基づいていることは明白だが、AIに
ついてもその開発・利用と民主主義・人権との適合性が繰り返し言及されており、中国の
ウイグルや香港での弾圧における AI利用が念頭に置かれていることが窺える。半導体に
ついても、サプライチェーンの再調整（rebalance）、具体的にはサプライチェーンの透明性
促進やその多様化確保などが謳われている。

2022年 5月の第 2回会合ではパリ声明を採択し 58、半導体サプライチェーンにおける不
足の早期警報メカニズムの設立、AIや IoT等の標準化を目指す戦略標準化情報メカニズム
（SSI）の設立、信頼性のある AIの運用指針（stewardship）等を検討する小委員会の設置等
に合意した。特に安全保障の観点では、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、対露制裁・輸
出管理の実施について米・EU間の「未だかつてない水準（unprecedent level）」での協力に
も合意したが、この米 EU協力が対露規制の実効性担保に相当程度寄与していることが指
摘されている 59。

 なお、パリ会合に先立つ 4月には、同様の TTCが EU・インド間でも設置に合意されて
いるが、組織・体制やアジェンダの詳細は未定である 60。

（b）日米豪印首脳会合
日米豪印首脳会合（クアッド ＜ Quad＞）は、2021年 9月会合の共同声明 61から明らか
なように、新型コロナウイルス感染症対応、気候変動、及び人材育成等幅広い地域協力を
議論しており、経済を含め広く新しい安全保障上の課題に取り組むフォーラムと言える。
フレンド・ショアリングの視点からは、当該会合で採択した「技術の設計、開発、ガバナ
ンス及び利用に関する日米豪印原則」が注目される 62。この技術原則は、技術の設計・開発・
利用等における民主的な価値及び普遍的人権の尊重を確認し、各論で技術の権威主義的監
視・抑圧への使用禁止、技術の不正移転・窃取への対応、並びに価値を共有する同盟国及
びパートナーとのサプライチェーン協力による安全保障強化に言及する。
また、2022年 5月会合の共同声明 63は、重要・新興技術について、5Gビヨンドにおけ
る相互運用・安全性の推進、4カ国の半導体サプライチェーンの補完的関係の活用、バイ
オ技術や量子技術における協力等を申し合わせ、「重要技術サプライチェーンに関する原則
の共通声明」64を採択した。サイバーセキュリティについては、デジタル製品のサプライ
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チェーン上での潜在的リスクの特定・評価、政府調達における基本的ソフトウエアのセキュ
リティ基準の整合性確保等を約束し、「日米豪印サイバーセキュリティ・パートナーシップ：
共同原則」65を採択した。最後に気候変動については、「日米豪印気候変動適応・緩和パッケー
ジ」（Q-CHAMP）66を設立した。このパッケージには、経済・通商関係では、例えばグリー
ンな海運・港湾の実現、クリーンエネルギー協力、クリーンエネルギー・サプライチェー
ン強化などが含まれる。

（c）繁栄のためのインド太平洋経済枠組み
繁栄のためのインド太平洋経済枠組み（Indo-Pacifi c Economic Framework for Prosperity̶

IPEF）は、2022年 5月の日米首脳会談の機会に開催された日米豪印ほか 13カ国による首
脳級会合において設立された。その後程なくしてフィジーが参加、10月にはカナダも参加
を表明し、15カ国の広域的なフォーラムを形成する。
同年 9月のロスアンゼルス閣僚会合では、①貿易、②サプライチェーン、③クリーン経済、
④公正な経済、の 4つの柱（pillar）を建て、それぞれの具体的な交渉項目に合意した 67。
例えば①は、デジタル、貿易円滑化、環境、労働、②は、重要物資・分野の選定基準、危
機対応メカニズムの構築、③は、エネルギー安全保障、温室効果ガス削減、④は反腐敗、
税制などを、それぞれ含む。
経済安全保障の観点からは②が特に重要だが、交渉項目はサプライチェーンへの外的な
衝撃（“shock”）への対応が中心となる 68。以前タイ USTR代表は、内容として IPEF が米
EUの TTCと類似の合意になることを示唆していたが 69、実際には、先端技術の標準化・
互換性確保、輸出管理協力、AI等新興技術の非権威主義的利用といった、安全保障や価値
外交のより中核に近い課題は含まれず、TTCとの比較において IPEFの安保色は薄い。
なお、市場アクセス約束を伴わない IPEFでは、参加の利益確保が課題となる。このため、
ロスアンゼルス閣僚会合では、米国はアップルなど国内 IT大手 14社の協力を得て、イン
ドほか IPEF参加新興・中所得国の女性 700万人を対象としたデジタルツール活用の能力
開発・向上教育イニシアチブ（“IPEF Upskilling Initiative”）の提供を約束した 70。

（d）日米二国間枠組み
3つの参加者とレベルの異なるフォーラムが、バイデン政権下で設立されている。まず、
日米経済政策協議委員会（「経済版 2+2」）は、日本側から経産相・外相、米側から商務長官・
国務長官が出席し、2021年 7月に第 1回閣僚会合が開催された。共同声明は、エネルギー
安全保障、重要・新興物資・技術の輸出管理、戦略部門のサプライチェーン強靭化等、日
米の幅広い経済安全保障上の協力関係に言及している 71。
日米商務・産業パートナーシップ（Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership ̶

JUCIP）は日米それぞれ経産相、商務長官が参加する。第 1回閣僚級会合においては、①
半導体、②輸出管理、③デジタル経済、および④貿易・投資の 4分野での協力について議
論した 72。特に①では、半導体協力基本原則にも合意した 73。
最後に、日本側から経済産業省、米国側から USTRのそれぞれ局長級が参加する日米通
商協力枠組みは、これまで 2022年 2月、同年 8月の 2回開催され、労働（サプライチェー
ンにおける強制労働の根絶）、環境（低炭素製品・技術の促進）、デジタル（第三国（中国
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と思われる）の規制）、多国間フォーラムでの協力（APEC、G7等）等について議論した
74。
なお、上記 3つのフォーラムのアジェンダは IPEFと重複が見られ、これらが IPEF交渉
に向けた日米の意見の擦り合わせの場となっていることが窺える。特に経済版 2+2は繰り
返し「ルール」と「秩序」に言及していることから、IPEFのエンジンとしての役割が指摘
されている 75。

（e）その他のフォーラム
米英豪で構成される AUKUSは、2020年 9月の共同首脳声明において、特にサイバー戦
闘能力、AI、量子技術、及び追加的な海底戦闘能力に焦点を当て、共同戦闘能力と互換性
の促進について協力することを謳っている 76。AUKUSは原子力潜水艦保有に関する協力
を含む安全保障パートナーシップであり、必ずしも貿易・投資に焦点を当てたフォーラム
ではない。しかし 3カ国はサプライチェーンや産業・技術基盤の統合深化にもコミットし、
またその意義は、AIや量子コンピューターといった先端技術開発における 3カ国の共同枠
組みを構成することにあることが指摘される 77。その意味において、やはり関係国間の戦
略物資・技術のフレンド・ショアリングの枠組みになり得る。
また、上記の経済安全保障志向のフレンド・ショアリングにおいては、友好国間の半導
体サプライチェーン強靭化や投資促進が主要課題のひとつとされてきたが、更に半導体に
特化した政策協調枠組みが構築されている。二国間では、米韓が 2021年 5月の首脳会談に
おいて半導体や先端技術に関する協力に合意し、同年 11月に設置された半導体パートナー
シップの会合を 12月に開催した 78。また、米国はマレーシアとも 2022年 5月に半導体サ
プライチェーン強靭化に関する覚書を締結した 79。更に米国は、日韓台を含む半導体生産
主要 4カ国で「チップ 4（Chips 4 Alliance）」の準備を水面下で進め、初回予備会合が 2022
年 9月末に開催されたことを台湾が明らかにしている 80。会合は非公式でまだ議題設定は
ないとされているが 81、国内生産活性化のための産業政策、輸出管理、サプライチェーン
の多角化とマッピング、対内・対外投資などの課題が挙がっているとされる 82。
米 台 で は、2021 年 12 月 に、 技 術 貿 易 投 資 協 力（Technology Trade and Investment 

Collaboration̶TTIC）が設立され、半導体、5G、及び電気自動車を念頭に、貿易・投資拡
大及びサプライチェーンの多様化を目的に協力する枠組みを目指す 83。更に米台は 6月に
米台 21世紀通商イニシアチブ（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）の交渉開始に合
意し、IPEF類似のアジェンダが設定されている 84。
同年 12月の民主主義サミットにおいては、「輸出制限と人権イニシアチブに関する共同
声明」が採択された 85。共同声明には米国のほか豪州、デンマーク、及びノルウェーを加
えた 4カ国が署名し、カナダ、フランス、オランダ、及び英国が支持を表明した 86。この
イニシアチブにおいては、権威主義国家による反体制派抑圧のための先進技術利用を防止
すべく、関連製品・ソフトウェア（具体的には監視カメラ、個人特定の認証技術、及び行
動履歴追跡用の GPS等）の輸出制限につき、有志国が協力する。具体的には、今後、人
権基準適用の指針となる自主的な行動規範の策定、共同行動のための政策連携、及び国内
規制強化の手法に関する検討等が行われ、更に既に言及したクアッド、米 EUTTC、及び
JUCIPとの連携も示唆されている 87。上記のように既に米国は EARを人権保護目的で適用
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しているが、米国 1カ国の対応に終わり、中国企業はサプライチェーンの多様化等でこれ
を潜脱できた。よって、実効性を上げるためには、米国は主要国との連携を必要としてい
る 88。日本はイニシアチブの署名国・賛同国には名を連ねていないが、外為法上の「国際
的な平和及び安全の維持」の枠内での対応を検討していると報じられる 89。

（f）フレンド・ショアリングの課題
これらの新しい協力枠組みの多くは、潜在的には、サプライチェーン強靭化によって円
滑で安定した国際的物流の確保や、また先端技術やインフラに対する対外投資促進によっ
て、伝統的な国際貿易・投資体制を補完する役割が期待できる。しかし他方で、これらは
共通して、米国と中露との対立・競合を背景とした安全保障上の関心に基づき、戦略技術
とそれに関連する物資を有志国・同盟国で囲い込むスキームに帰結し、自由・無差別を基
本とする伝統的な国際貿易・投資秩序と矛盾する可能性を内包する。
例えば、米 EUTTCやチップ 4も、輸出管理に関わる取り決めや協力に合意する場合、

GATT11条との整合性が問題となる。また、米 EUTTCの SSIメカニズム、また電気自動車
の運転要件や認証方法の相互性確保は、非参加国製品の市場アクセスに対して非関税障壁
となり 90、場合によっては、貿易の技術的障害に関する協定（TBT協定）適合性が問われ
る。IPEFにおける農業や貿易円滑化は参加国間の非関税障壁の除去を目指すものだが、こ
れも非参加国に対する差別を構成する可能性がある。こうした一部参加国内の非関税障壁
の自由化は、本来は GATT24条に従って FTA又は関税同盟を結成しなければ許容されない
が、フレンド・ショアリング枠組みはこうした規律を迂回し、MFN原則を侵食する。
また、これらの枠組みは、伝統的な軍事・防衛上の安全保障に加えて、技術、人権、気候変動、
及びサプライチェーン等、新しい安全保障概念も反映している。仮にこうした枠組みが既
存の貿易・投資規律における自由化・無差別原則に整合しない場合、これらが GATT21条
をはじめとした安全保障条項によってカバーされるか否かが問題になるが、上記のように
現行の安全保障条項の範囲はかように広い関心事項に対応するものとは解されない。特に
輸出管理の新たなスキームによる制限は、その規律対象がWAなど既存の国際安全保障貿
易管理レジームの外側に及ぶ場合、「安全保障上の重大な利益」のより明確な説明を求めら
れることになろう。

  （4）対露制裁措置
昨今のロシアによるウクライナ侵攻を理由とした対露制裁も、安全保障と通商の交錯の
典型的な事象と言える。日本は、輸出については軍事転用可能な機微技術・先端物資、奢
侈品、産業基盤強化に関する物資の制限、輸入についてはアルコール・木材等の制限及び
WTO協定上のMFNの停止と関税引き上げ等を実施した。更に、外為法によって特定個人・
組織に対する金融制裁（資産凍結等）も実施されている 91。
同様の措置については、イギリス、オーストラリア、カナダ、EUなど米国の同盟国が共
同歩調を取って発動しており 92、特に輸出管理については、米国をはじめ計 38カ国がグロー
バル輸出管理同盟（Global Export Controls Coalition）を構成する 93。上記のとおり、その実
施には米 EUTTCにおける両国間協力が奏功していることが指摘され、また半導体供給の
不足により、既にロシアの戦争遂行能力に影響が現れているという 94。
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こうした措置は、輸出入を問わずその制限につながるかぎり GATT11条 1項に反し、ま
たロシア・ベラルーシのみを対象とすることから、同 13条 1項・2項にも反する。また、
MFN停止は GATT1条 1項、またその結果譲許税率を超える関税を課すことになれば、同
2条 1項（b）違反が問われることになる。
他方、今回の事態は明らかな戦争状態であって、とりわけウクライナにとっては、

GATT21条（b）（iii）の「戦時その他国際関係の緊急時」に該当することに疑いはない。また、
交戦国以外の制裁実施国にとっても、ウクライナにおける武力行使の事実に併せて、プー
チン大統領自身が敵対関係や核攻撃の可能性等に言及することにより、ロシアが国際社会
にもたらす脅威は少なくとも「国際関係の緊急時」に相当する水準に達しており、自国の
安全保障との関係において「安全保障上の重大な利益」の明示は容易であろう 95。措置の
必要性、すなわち、「安全保障上の重大な利益」と措置の関連性については、自国のロシア
との関係、また規制対象物資（特に軍事転用可能な物資か、あるいは単なるエコノミック・
ステイトクラフトか）によって、より詳細な検討を要するが、一般論としては、ウクライ
ナ情勢は特に GATT21条（b）（iii）が想定する典型的な事態であり、対露制裁は同条におけ
る正当化が容易であるものと考えられる。

結び─貿易と安全保障の新展開と今後の日本─
自由貿易体制の基礎となるWTOは、第 12回閣僚会議（MC12）の妥結で一息ついた感
はあるも、上級委員会の機能停止に見られるように、引き続き危機的状況にある。またそ
の代替・補完的機能を期待された CPTPPも、米国の離脱、そして中国の加入申請により、
試練に直面している。昨今の安全保障目的と称される通商制限の横行、その背景にある安
全保障概念の拡大は、自由・無差別な市場アクセスを基礎とした伝統的な多国間自由貿易
体制の基本原則を蝕むおそれがある。加えて、今後は米国を中心とした貿易と安全保障を
接合する新たなフレンド・ショアリングの枠組みの下、同盟国・有志国の間での物資・技術・
情報の囲い込みが進行する可能性が生じている。こうした「信頼ある自由貿易」が行き過
ぎれば、デカップリングやブロック経済化をもたらし、伝統的な多国間自由貿易体制の弱
体化・周辺化がいっそう進むことが危惧される 96。
米国と安全保障上の同盟関係にある一方、対中経済依存度の高い日本としては、米中デ
カップリングの中での急激な二者択一的な政策選択には困難を伴う。また、市場規模を背
景に一方的措置に依拠する米中のようなパワーゲームによる利益の実現も、日本の政策選
択肢にはない。結局のところ、日本にとっての最善の選択は、法の支配に依拠した多国間
通商体制を維持することであり、それは経済安全保障が重視するサプライチェーンの強靭
化・多角化の基礎にもなる。
そうであれば、日本は貿易の安全保障化がもたらす自由貿易体制への中長期的な影響に
ついて慎重に評価することが必要となる。貿易・投資ルールの実施において、安易な安全
保障条項の援用を慎むことはもとより、 昨今のフレンド・ショアリングや経済安全保障論
に著しく傾斜することにも慎重であるべきだ。日本を取り巻く地政学的状況の厳しさは否
定できない一方、「信頼ある自由貿易」体制の確立は、日本が拠って立つべき多国間通商体
制を毀損するおそれがあることにも十分に留意すべきだろう。日本の置かれた状況からし
て、多国間通商体制がもたらす安定的な通商環境の維持もまた日本の経済安全保障の一部
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であることは明白であり、かかる視点からの国益にかなう政策選択が求められる。
もとより経済安全保障の確保は自由貿易と矛盾するものではない。鈴木一人は、サプラ
イチェーンに参加する国はどの国もその中で何らかの強みを持ち、チョークポイントを形
成し得るので、そこから排除されることのないよう、自由貿易の堅持が経済安全保障上最
も重要であると論じる 97。また、日本自身がWTO協定を中心とした国際自由貿易体制と
経済安全保障の整合性に十分留意している。経済安全保障推進法 90条は、経済安全保障が
国際的義務を損なうものであってはならない旨を規定しており、そうした認識の証左であ
ろう。

*  本章は本研究会中間報報告書所収の同タイトルの拙稿を、その後の展開を踏まえて加筆・
修正をおこなったものである。特に 3．（3）3．（4）を大幅に加筆した。

**  脱稿（2022年 11月 16日）の後に、米 EUTTC第 3回会合、IPEF第１回交渉会合が開催
され、またWTOでは、GATT 21条の解釈・適用が論じられた米国・鉄鋼及びアルミ製
品事件（DS544ほか）及び米国・香港原産地表示事件（DS597）のパネル報告が公表さ
れた。いずれも時期的に本稿に反映できなかったため、稿を改めて論じたい。

─注─

1 通商協定と安全保障の距離感につき、風木淳「貿易と安全保障─実務家から見た法の支配─」『国際法
研究』第 4号（2016年 3月）39頁以下を参照。

2 Panel Report, Russia – Measures concerning Traffi  c in Transit, WT/DS512/R, April 5, 2019, para. 7.81.
3 直近の状況は、磯部真一「バイデン政権でも続く対中強硬策、次なる焦点は対外投資審査か（米国）」地域・
分析レポート、JETRO、2021年 9月 1日 <https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/aa30d3f24aedb238.
html> 2022年 11月 7日アクセスを参照。

4 Panel Report, Saudi Arabia – Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights, WT/DS567/R, 
June 16, 2020.

5 Request for the Establishment of a Panel by China, United States – Certain Measures on Steel and Aluminium 
Products, WT/DS544/8, October 19, 2018. 中国のほか、インド、EU、ノルウェー、ロシア、スイス、トルコ（協
議要請順）の申立てによるパネルが設置されている。

6 Request for the Establishment of a Panel, Japan – Measures Related to the Exportation of Products and 
Technology to Korea, WT/DS590/4, June 19, 2020. 
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